
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第
十
六
号

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け

る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
を
定
め
る
省
令

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第

三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
駐
留
軍
再
編
特
別
措

置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関

す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第
十
五
号
。
以
下
「
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
会
計
省
令
」
と
い
う
。
）

の
特
例
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
駐
留

軍
再
編
特
別
措
置
法
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第

二
百
六
十
八
号
）
及
び
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
適
用
）

第
三
条
　
駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
会
計
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
に
つ

い
て
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
会
計
省
令
の
規
定
（
第
一
条
、
第
二
条
の
二
及
び
第
十
条
の
規
定
を
除
く
。
）

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
会
計
省
令
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
法
及
び
株
式
会

社
国
際
協
力
銀

行

法

施

行

令

（
平
成
二
十
三

年
政
令
第
二
百

二
十
一
号
）

法
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六

十
七
号
。
以
下
「
駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
、
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な

実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
八
号
）
及
び
株
式

会
社
国
際
協
力
銀
行
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）

第
二
条

第
四
号

法
第
二
十
六
条

の
二
の
規
定

法
第
二
十
六
条
の
二
及
び
駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定

次
条

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を

行
う
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
を
定
め
る

省
令
（
平
成
二
十
四
年
財
務
省
令
第
十
六
号
）
第
四
条

第
二
条

第
七
号

次
条

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を

行
う
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
を
定
め
る

省
令
第
四
条

第
六
条

の
二

別
表
第
四

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
業
務
を

行
う
場
合
に
お
け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
を
定
め
る

省
令
別
表

（
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
の
会
計
に
関
す
る
省
令
の
特
例
）

第
四
条
　
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
第
二
十
六
条
の
二
及
び
駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
設
け
る
勘
定
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
会
計
省
令
第
二
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る

勘
定
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
　
一
般
業
務
勘
定

二
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
　
特
別
業
務
勘
定

三
　
駐
留
軍
再
編
促
進
金
融
業
務
に
係
る
勘
定
　
駐
留
軍
再
編
促
進
金
融
勘
定

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
四
十
一

号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
の
表
第
六
条
の
二
の
項
関
係
）

第
　
期
勘
定
別
情
報

（１）
　
連
結
貸
借
対
照
表

第
　
期
末
（
　
年
　
月
　
日
現
在
）
連
結
貸
借
対
照
表

　
（
単
位
：
百
万
円
）

科
目

一
般
業
務
勘

定

特
別
業
務
勘

定

駐
留
軍
再
編
促
進

金
融
勘
定

調
整
額

合
計

（
資
産
の
部
）

現
金
預
け
金

コ
ー
ル
ロ
ー
ン

買
現
先
勘
定

買
入
金
銭
債
権

金
銭
の
信
託

有
価
証
券

貸
出
金

そ
の
他
資
産

有
形
固
定
資
産

無
形
固
定
資
産

退
職
給
付
に
係
る
資
産

繰
延
税
金
資
産

支
払
承
諾
見
返

貸
倒
引
当
金

△

△

△

△

投
資
損
失
引
当
金

△

△

△

△

資
産
の
部
合
計

（
負
債
の
部
）

コ
ー
ル
マ
ネ
ー

売
現
先
勘
定

借
用
金

社
債

そ
の
他
負
債

賞
与
引
当
金

役
員
賞
与
引
当
金

退
職
給
付
に
係
る
負
債

役
員
退
職
慰
労
引
当
金

特
別
法
上
の
引
当
金
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繰
延
税
金
負
債

支
払
承
諾

負
債
の
部
合
計

（
純
資
産
の
部
）

資
本
金

資
本
剰
余
金

利
益
剰
余
金

株
主
資
本
合
計

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益

為
替
換
算
調
整
勘
定

退
職
給
付
に
係
る
調
整
累
計
額

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
合
計

非
支
配
株
主
持
分

純
資
産
の
部
合
計

負
債
及
び
純
資
産
の
部
合
計

（２）
　
連
結
損
益
計
算
書

第
　
期
（
　
年
　
月
　
日
か
ら
／
　
年
　
月
　
日
ま
で
）
連
結
損
益
計
算
書

　
（
単
位
：
百
万
円
）

科
目

一

般

業

務

勘

定

特

別

業

務

勘

定

駐
留
軍
再
編

促
進
金
融

勘
定

調

整
額

合
計

経
常
収
益

資
金
運
用
収
益

貸
出
金
利
息

有
価
証
券
利
息
配
当
金

コ
ー
ル
ロ
ー
ン
利
息

買
現
先
利
息

預
け
金
利
息

そ
の
他
の
受
入
利
息

役
務
取
引
等
収
益

そ
の
他
業
務
収
益

政
府
交
付
金
収
入

そ
の
他
経
常
収
益

貸
倒
引
当
金
戻
入
益

償
却
債
権
取
立
益

そ
の
他
の
経
常
収
益

経
常
費
用

資
金
調
達
費
用

コ
ー
ル
マ
ネ
ー
利
息

売
現
先
利
息

借
用
金
利
息

社
債
利
息

そ
の
他
の
支
払
利
息

役
務
取
引
等
費
用

そ
の
他
業
務
費
用

営
業
経
費

そ
の
他
経
常
費
用

貸
倒
引
当
金
繰
入
額

そ
の
他
の
経
常
費
用

経
常
利
益

（
又
は
経
常
損
失
）

特
別
利
益

固
定
資
産
処
分
益

負
の
の
れ
ん
発
生
益

そ
の
他
の
特
別
利
益

特
別
損
失

固
定
資
産
処
分
損

減
損
損
失

そ
の
他
の
特
別
損
失

税
金
等
調
整
前
当
期
純
利
益

（
又
は
税
金
等
調
整
前
当
期
純
損
失
）

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税

法
人
税
等
調
整
額

法
人
税
等
合
計

当
期
純
利
益

（
又
は
当
期
純
損
失
）

非
支
配
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益

（
又
は
非
支
配
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
）

親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益

（
又
は
親
会
社
株
主
に
帰
属
す
る
当
期
純
損
失
）

（
記
載
上
の
注
意
）

法
令
等
に
基
づ
き
、
又
は
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
損
益
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
様
式
に
掲
げ
る
科
目
を
細
分
し
又
こ
の
様
式
に
掲
げ
る
科
目
以
外
の
科
目
を
設

け
、
そ
の
性
質
に
応
じ
て
適
切
な
名
称
を
付
し
、
適
切
な
場
所
に
記
載
す
る
こ
と
。
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